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盛土規制法に基づく規制区域（案）の

市民意見等の募集（パブリックコメント）

の実施について



盛土規制法改正の背景と必要性

危険な盛土等による災害から市民の生命と財産を守る取組を全国一律に開始

⇒ 令和５年５月26日施行
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⾧野県独自条例
（R5.1.1施行）

高さ５ｍ以上
面積３千㎡以上

盛土
許可



盛土規制法の概要と運用

新たな法律の概要（①～④）と法運用のポイント
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⇒ 悪質な行為に躊躇なく対処する等、的確な法運用で災害発生を抑止

⇒ 規制区域指定と許可手続きの運用開始により盛土等の安全性を担保

⇒ 過去の盛土等を調査し、危険な既存盛土等の安全な維持管理を指導

④

①

③

②



具体的な法運用のポイント

規制区域内での主な制限事項及び土地所有者等に課せられた責務

（１） 許可申請の義務化 （３） 規制対象となる盛土等に対する措置

（２） 許可（届出）対象となる盛土等の規模

１）管理責任
盛土等が行われた土地について、土地所有者等には

盛土等を常時安全な状態に維持する責務を規定

２）監督処分・改善命令

災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけで
なく、原因行為者に対しても是正措置等を命令
無許可の盛土等に加え、所有地内の盛土等により

災害のおそれがある場合も是正措置等の命令の対象

３）実効性のある罰則

罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為
や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑の水準を強化
○最大で懲役３年以下・罰金1,000万円以下
○法人重科を措置：最大３億円以下

（４） 盛土等を安全に保つ責務と罰則

無許可の盛土等を早期発見するため、
規制対象の盛土等に一定の義務措置

⇒ 不正な盛土等の発見が容易に

一覧公表 住民周知 標識設置

盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要
○技術基準への適合、工事主の資力信用、工事施行者の能力を審査
○土地所有者全員の同意や周辺住民への事前周知を許可要件に設定
※公共施設用地内の盛土等や非常災害時の応急措置の工事等は適用除外
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※崖：地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地（硬岩盤除く）



規制区域（案）について

これまでの制度上の課題を解消しスキマのない規制により安全な盛土等を造成

規制区域（案）

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落など、人家等
がまとまって存在し、盛土等
がされれば、人家等に危害を
及ぼしうるエリア

●対象：｢市街化区域｣と｢集落｣

●集落の定義（抽出法）：
50m以内で50戸以上が連続、
周囲50m(傾斜地250m)を含め
100mﾒｯｼｭ単位で判定

●外周区域界：地形地物で区画

特定盛土等規制区域

市街地や集落等からは離れて
いるものの、地形等の条件から、
盛土等がされれば人家等に危害
を及ぼしうるエリア

●盛土崩落により保全対象の存す
る区域に土砂流出が想定される
区域及び渓流の上流域
●土砂災害の危険性を有する区域
●その他必要と認められる区域

⇒宅造区域以外の全域を指定

○国の基礎調査実施要領に基づき、県との統一基準で区域抽出 （法規制の空白域を避けるための全域指定）
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イメージ図 ※詳細図（別添資料）はホームページに掲載



市民意見等の募集と今後のスケジュール

規制区域（案）への市民意見等の募集（パブリックコメント）の概要

閲覧場所

提案方法

結果公表

今後のスケジュール
令和６年度 令和７年度

９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

区域案作成 パブコメ 区域決定

許可手続開始
（安全な盛土）

盛土調査着手
（安全に維持）

規
制
区
域
の
指
定 的確な法運用

（災害を抑止）
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＜県・松本市＞

＜長野市＞

区域案作成 パブコメ

調整 同時 調整 同時

パブコメ 区域決定
周

知

期

間


